
     あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

     今回のメインテーマは、「再任用」と「臨採教職員の年休の取扱い」です。平成29年の給与改定による手当額

  の変更も載せておりますので、どうぞご覧ください。

＊扶養手当＊

　☆　配偶者に係る手当額を減額し、子に係る手当額を引上げ

⇘ ⇘
⇗ ⇗
⇘ ⇒

⇒ ⇒

⇘ ⇘

※　配偶者がいない場合の扶養親族１人目についての月額です。

父母等
６，５００円 ６，５００円

６，５００円
※１１，０００円 ９，０００円

子
７，１００円 ８，５００円

１０，０００円
※１１，０００円 １０，０００円

２９年度 ３０年度 ３１年度以降
配偶者 １３，０００円 １０，０００円 ６，５００円

平成３１年１月発行

美祢市学校事務共同実施会

じむだより 第５４号

美東・秋芳グループ担当

平成２９年の給与改定について ～ 平成３０年４月１日から段階的に実施中 ～

☆ 趣旨・・・本格的な高齢社会の到来に対応し、高齢期（60歳代前半）の職員の長年培ってきた能

力、経験を活用する。老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることを踏

まえ、60歳代前半の生活を雇用と年金の接続により支えていく。

☆ 対象者・・・定年退職者並びに定年前退職者で勤続25年以上かつ退職から5年以内の者で、定

年年齢に達した者

☆ 任期・・・１年を超えない範囲内（通常 平成〇〇年4月1日～平成〇〇年3月31日まで）

☆ 勤務条件等・・・定年退職前の職員と同様の職務内容で、１週間につき３８時間４５分

☆ 給与・・・教諭等（教育(二)２級） ２７６,０００円 事務職員（行政３級） ２５９,７００円
期末・勤勉手当 ６月１.０５＋１２月１.２＝年２.２５月分 支給

※諸手当のうち生活関連手当、人材確保手当等は支給なし。（扶養・住居・へき地手当等）

☆ 服務等・・・服務・分限・懲戒・災害補償等は、定年退職前の職員と同じ扱い
☆ 福利厚生・・・共済組合 退職前と同様に短期給付あり・新「組合員証」発行・年金は原則停止

互助会 現職会員の資格有、現職中とほぼ同様の事業適用（貸付はＮＧ）

☆ その他・・・児童手当は県からの認定・受給 退職手当は無し 雇用保険は適用

①提出書類 山口県公立学校再任用教職員「志願書」（様式１） （例年１１月中旬頃）
〃 「健康診断書」（様式２） ※特に異常が認められない場合必要なし

②選考方法 提出書類・面接・勤務実績及び健康状態等に基づき行われる。
③結果通知 翌年２月中旬頃に文書で通知

人事



⇓

※ ⒸはⒷからの通算

　≪臨採職員・年次有給休暇付与日数≫

○ ３月～４月未満　・・　５日   ○ ６月～７月未満　・・　１０日 ○ １１月～１２月未満　・・　１８日

○ ５月～６月未満　・・　８日   ○ ７月～８月未満　・・　１２日

　　　　　　 　　 　Ⓑの期間と通算され、ひとつの任用期間（４／１～３／３０）として取り扱われます。

年休付与日数  12日 　　年休付与日数 (b)5日 年休付与日数　（c）10日 （c）10日 → （d）18日

年休日数  (追加付与日数)

　　　　　　　　     　任用期間③ 更新期間Ⓒ　 ・・・　年休付与日数 ⇒ （d）１８日＋（b）５日（追加付与分）＝２３日

　　　　　　　 　 ※　任用期間③のⒸは、当初の期間Ⓑ の満了日９／３０と更新された期間Ⓒの初日 １０／１が引き続いているため

年休残日数 (a)8日 　　年休使用日数　 　3日

　　　　　　　　　　　  　よって、任用期間③では、（b）5日が追加で付与されます。

(a)8日＋(b)5日=13日  (b)5日＋(c）10日＝15日

 (b)5日＋（d）18日＝ 23日  ・・・  4/1～3/30

　　　　　　　　     　任用期間③ 当初期間Ⓑ　 ・・・　年休付与日数 ⇒ （c）１０日＋（b）５日（追加付与分）＝１５日

任用期間  ① 任用期間  ② 任用期間  ③
4/1 ～ 11/25 Ⓐ　12/1  ～ 3/30 Ⓑ　4/1 ～ 9/30 Ⓒ　10/1 ～ 3/30

（追加付与日数）

【例】

　　　　　　　     　　任用期間③において付与される追加の休暇日数は、前任用期間②の年休付与日数が限度となります。

① 対象となる「臨採」教職員

山口県教委に臨時的任用教職員（常勤の学校職員に限る）として任用され、任用期間終了後１日ない

し数日の間を空けて、再び臨時的任用教職員として山口県教委に任用された者。

② 変更内容

前回の任用において付与された休暇日数（この取扱いにより追加付与されたものを除く）を限度として、

前回任用時の年休の残日数を当該任用の際に付与される休暇日数に追加して付与される。

③ 実施期日

平成３０年４月１日～

（実施期日前に臨採教職員として任用され、１日ないし数日の間を空けて、実施期日以降に再び臨

採教職員として任用される者も対象となる。） ※「数日」とは、９日以内のこと

人事服務

豆知識 「お年玉と鏡餅」
大晦日に訪れた歳神は、人々に新たな生命力・福をもた

らす。この生命力・福を「魂」といい、歳神によって与えられる

魂なので「歳魂（としだま）」と言います。

さて、この歳魂を具現化したものが餅（それも丸い餅）。丸

餅を神棚に祭り、歳神の霊力（歳魂）をその丸餅に得、これ

を家人一人ひとりに分け与えて食し、霊力を体に取り込むと

いう考えがあり、これが「お年玉」の元ではないかと言われて

います。

鏡餅は、その神棚に祭った丸餅が始まり。その後いろんな

縁起物を添えて今の形になりました。

新任事務職員の
フレッシュ!!コメント
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